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〈別紙〉 利用料金表              施行日  令和 6 年 6 月 1 日 

 

①  通所リハビリテーション施設利用料 

（介護保険制度では、要介護認定による要介護の程度及び利用時間によって利用料が異な

ります。以下は１日当たりの自己負担分で送迎料金は含まれ、１割負担の表記です。 

負担割合が異なる場合がありますので、介護保険負担割合証をご確認ください。） 

【１時間以上２時間未満】  【２時間以上３時間未満】  【３時間以上４時間未満】 

要介護１  ３６９円／日  要介護１  ３８３円／日   要介護１  ４８６円／日 

要介護２  ３９８円／日  要介護２  ４３９円／日  要介護２  ５６５円／日 

要介護３  ４２９円／日  要介護３  ４９８円／日  要介護３  ６４３円／日 

要介護４  ４５８円／日  要介護４  ５５５円／日  要介護４  ７４３円／日 

要介護５  ４９１円／日  要介護５  ６１２円／日  要介護５  ８４２円／日 

・理学療法士等体制強化加算 30円／日    ・ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ提供体制加算 12円／日 

    

【４時間以上５時間未満】  【５時間以上６時間未満】   【６時間以上７時間未満】       

要介護１  ５５３円／日  要介護１  ６２２円／日  要介護１   ７１５円／日 

要介護２  ６４２円／日  要介護２  ７３８円／日  要介護２   ８５０円／日 

要介護３  ７３０円／日  要介護３  ８５２円／日  要介護３   ９８１円／日 

要介護４  ８４４円／日  要介護４  ９８７円／日  要介護４ １，１３７円／日 

要介護５  ９５７円／日  要介護５ １，１２０円／日 要介護５ １，２９０円／日 

・ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ提供体制加算 16円／日   ・ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ提供体制加算 20円／日  

   ・ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ提供体制加算 24円／日 

 

 

・リハビリテーションマネジメント加算（ロ）開始日から６月以内    ５９３円／月 

                   開始日から６月超     ２７３円／月 

・リハビリテーションマネジメント加算（ハ）開始日から６月以内     ７９３円／月 

                   開始日から６月超     ４７３円／月 

・リハビリテーションマネジメント加算（医師の説明）         ２７０円／月 

                    

・短期集中個別リハビリテーション実施加算 

（退院・退所日または認定日から起算して３月以内）        １１０円／日 

・認知症短期集中リハビリテーション実施加算（Ⅰ）             

（退院・退所日または通所開始日から起算して３月以内）      ２４０円／日 

・認症短期集中リハビリテーション実施加算（Ⅱ）    

（退院・退所日または通所開始日の属する月から起算して３月以内） 

１，９２０円／月  

・生活行為向上リハビリテーション実施加算（利用開始日の属する月から６月以内） 

１,２５０円／月  
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・移行支援加算                            １２円／日 

・中重度者ケア体制加算                        ２０円／日 

・科学的介護推進体制加算                       ４０円／月 

・入浴介助加算（Ⅰ）                          ４０円／日 

・入浴介助加算（Ⅱ）                         ６０円／日 

※通所リハビリテーション利用時間帯によっては、入浴サービスが提供できない事が

あります。 

・栄養改善加算(３か月以内月2回限度)                 ２００円／回 

・栄養アセスメント加算                        ５０円／月 

・口腔・栄養スクリーニング加算（Ⅰ)（６月に１回限度）         ２０円／回 

・口腔・栄養スクリーニング加算（Ⅱ)（６月に１回限度）          ５円／回 

・口腔機能向上加算（Ⅰ）（３か月以内月２回限度）          １５０円／回 

・口腔機能向上加算（Ⅱ）（３か月以内月２回限度）          １６０円／回 

・若年性認知症利用者受入加算                      ６０円／日 

・重度療養管理加算                         １００円／日 

・退院時共同指導加算（１回につき）                   ６００円 

・サービス提供体制強化加算（Ⅰ）                   ２２円／回 

・サービス提供体制強化加算（Ⅱ）                   １８円／回 

・サービス提供体制強化加算（Ⅲ）                    ６円／回 

・介護職員処遇改善加算（Ⅰ）            月の単位数×０．０８６円／月 

 

・感染症及び災害により、臨時的に利用者数が一定減少している場合  

 1日の単位数×０．０３円／日    

・送迎を行わない場合                        △４７円／片道 

・事業所と同一建物居住者へ通所リハビリテーションを行う場合   △９４円／日 

                  

※料金は介護保険法等の改正により、変更する場合があります。 

 

② 介護予防通所リハビリテーション施設利用料 

（要支援状態により利用料金が異なります。以下は１ヶ月あたりの自己負担分です。なお、

送迎や入浴料金を含み１割負担の表記です。負担割合が異なる場合がありますので、介護

保険負担割合証をご確認ください。） 

 

     要支援１                     ２，２６８円／月 

          利用開始月から１２月を超えて利用   △１２０円／月 

要支援２                     ４，２２８円／月 

      利用開始月から１２月を超えて利用   △２４０円／月 

 

    ・運動器機能向上加算                   ２２５円／月 

    ・生活行為向上リハビリテーション実施加算 

（利用開始日の属する月から６月以内） ５６２円／月 

    ・栄養アセスメント加算                   ５０円／月 
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    ・栄養改善加算（３か月以内月２回限度）         ２００円／月 

・口腔・栄養スクリーニング加算(Ⅰ)（６月に１度限度）   ２０円／回 

・口腔・栄養スクリーニング加算(Ⅱ)（６月に１度限度）    ５円／回 

・口腔機能向上加算(Ⅰ) （3か月以内月２回限度）    １５０円／月 

    ・口腔機能向上加算(Ⅱ) （3か月以内月２回限度）    １６０円／月 

    ・選択的サービス複数実施加算（Ⅰ）      

        運動器機能向上及び栄養改善            ４８０円／月 

        運動器機能向上及び口腔機能向上          ４８０円／月 

        栄養改善及び口腔機能向上             ４８０円／月 

    ・若年性認知症利用者受入加算               ２４０円／月 

    ・一体的サービス提供加算（栄養改善及び口腔機能向上    ４８０円／月 

    ・科学的介護推進体制加算                  ４０円／月                           

    ・サービス提供体制強化加算（Ⅰ）           ８８円／月（要支援１） 

                             １７６円／月（要支援２） 

    ・サービス提供体制強化加算（Ⅱ）           ７２円／月（要支援１） 

                             １４４円／月（要支援２） 

    ・サービス提供体制強化加算（Ⅲ）           ２４円／月（要支援１） 

                              ４８円／月（要支援２） 

  ・介護職員処遇改善加算（Ⅰ）         月の単位数×０．０８６円／月 

 

    ・事業所と同一建物居住者へ介護予防通所リハビリテーションを行う場合 

                        △３７６円／月(要支援１) 

                        △７５２円／月(要支援２) 

 

        

   ※料金は介護保険法等の改正により、変更する場合があります。 

※令和４年１０月１日現在で介護保険法に基づいた料金表です。 

※被爆者健康手帳をお持ちの方は保険給付の自己負担額が公費負担されます。 

 

③ その他の料金 

（１） 食費      昼 食    ７２０円／回    

・通所リハビリテーション利用時間帯によっては、食事の提供ができないことが 

あります。 

（２） その他 

・利用者が選定する特別な食事の費用     実費 
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・日常生活費 
 
・おしぼりまたはウエットタオル等（石鹸、消毒液等含む）  １日１１５円 
 
入浴代（タオル大・小、石鹸、シャンプー、リンス、入浴剤）１回２０５円 
    入浴できない方は清拭を行わせていただきます。 
 
・教養娯楽費                １日   １６０円 

内訳 毎日のレクレーション、創作活動、行事、リハビリ活動等の材料費 

 （折り紙、画用紙、お花紙、色鉛筆、墨汁、接着剤、カレンダー、コピー

等の材料） 

  活動出来ない場合は、作品を提供させていただきます。 

・おむつ     尿パット       １枚   ３４円 

    アテント式     １枚  １６６円 

    はくパンツ     １枚  ２１０円 

  

④  支払い方法 

       ・毎月１５日までに、前月分の請求書を発行しますので、その月の２５日までにお支

払いください。 

       お支払い頂きますと領収書を発行いたします。 

       ・お支払い方法は、広島銀行振込、郵便局振込、または郵便口座自動引き落としとな

ります。 


